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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第32期

第１四半期連結
累計期間

第33期
第１四半期連結
累計期間

第32期

会計期間

自　平成23年
４月１日

至　平成23年
６月30日

自　平成24年
４月１日

至　平成24年
６月30日

自　平成23年
４月１日

至　平成24年
３月31日

売上高 （百万円） 24,529 24,914 127,896

経常損益（△は損失） （百万円） 1,487 △2,049 10,297

四半期純損益（△は損失）又は当期純

利益
（百万円） 690 △2,077 6,060

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △270 △3,203 5,451

純資産額 （百万円） 132,557 131,809 137,297

総資産額 （百万円） 200,141 205,283 213,981

１株当たり四半期純損益金額（△は損

失）又は当期純利益金額
（円） 6.00 △18.05 52.66

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額
（円） 5.99 － 52.55

自己資本比率 （％） 65.4 63.3 63.3

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第33期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、潜在株式は存在するもの

の１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容について、重要な変

更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前事

業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

  当社グループは、報告セグメントをデジタルエンタテインメント事業、アミューズメント事業、出版事業、及びラ

イツ・プロパティ等事業と定め、各々のセグメントにおいて事業基盤の強化と収益力の向上に努めております。　

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は24,914百万円(前年同期比1.6％増)、営業損失は1,163百万円(前年

同期は営業利益2,178百万円)、経常損失は2,049百万円(前年同期は経常利益1,487百万円)、四半期純損失は2,077百

万円(前年同期は四半期純利益690百万円) となりました。　

　

当第１四半期連結累計期間の報告セグメント別の状況は次のとおりであります。

　

①デジタルエンタテインメント事業

ゲームを中心とするデジタルエンタテインメントコンテンツの企画、開発、販売及び運営を行っております。デジ

タルエンタテインメントコンテンツは、顧客のライフスタイルにあわせて、家庭用ゲーム機 (携帯ゲーム機含む)、

ＰＣ、携帯電話（スマートフォンを含む）等、多様な利用環境に対応しています。

当第１四半期連結累計期間は、ニンテンドー３ＤＳ向けの「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダー

ランド３Ｄ」の販売が好調であったほかは、家庭用ゲーム機用ソフト販売全体は低調に推移しました。他方、ＰＣ・

スマートフォン等をプラットフォームとしたコンテンツについては、ブラウザゲーム「戦国ＩＸＡ（イクサ）」、

モバゲー向けソーシャルゲーム「ファイナルファンタジーブリゲイド」等が順調に推移しております。　

当事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は11,336百万円(前年同期比3.9％減)となり、営業損失は111

百万円(前年同期は営業利益2,834百万円)となりました。　

　

②アミューズメント事業

  アミューズメント施設の運営、並びにアミューズメント施設向けの業務用ゲーム機器・関連商製品の企画、開発

及び販売を当セグメントに計上しております。

当第１四半期連結累計期間は、アミューズメント施設運営は、引き続き軟調な外部環境の下、伸び悩んでおりま

す。　

当事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は9,981百万円(前年同期比3.2％増)となり、営業損失は50百

万円(前年同期は営業利益582百万円)となりました。

　

③出版事業

コミック単行本、ゲームガイドブック、定期刊行誌等の出版を行っております。

当第１四半期連結累計期間は、人気作品のテレビアニメ化の効果により、引き続きコミック単行本の販売が順調

に推移いたしました。　

当事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は3,012百万円(前年同期比18.1％増)となり、営業利益は738

百万円(前年同期比16.6％増)となりました。　
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④ライツ・プロパティ等事業

  主として当社グループのコンテンツに関する二次的著作物の企画・制作・販売及びライセンス許諾を行ってお

ります。

当第１四半期連結累計期間は、引き続き、自社コンテンツのキャラクターグッズ、サウンドトラック等の販売・許

諾を行うとともに、他社の有力コンテンツのキャラクターグッズ化による品揃えの強化や海外展開による収益機会

の多様化に努めております。　

当事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は586百万円(前年同期比15.3％増)となり、営業利益は81百

万円(前年同期比11.5％減)となりました。　

　　　

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、444百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 440,000,000

計 440,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成24年８月10日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 115,370,596 115,370,596
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は100

株であります。

計 115,370,596 115,370,596 － －

（注）　提出日現在の発行数には、平成24年８月１日からこの四半期報告書提出日までのストックオプション（新株予

約権）及び2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の権利行使により発行されたものは含まれて

おりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 115,370,596 － 15,204 － 44,439
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

　

（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

　

①【発行済株式】

　 平成24年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

　301,200
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

　114,357,400
1,143,574 －

単元未満株式
普通株式

　711,996
－ １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 115,370,596 － －

総株主の議決権 － 1,143,574 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株（議決権の数11個）が含

まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式47株が含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

株式会社スクウェア・エニック

ス・ホールディングス

東京都渋谷区代々木

３－22－７
301,200 － 301,200 0.26

計 － 301,200 － 301,200 0.26

（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株（議決権の数１

個）あります。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に

含まれております。

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。  
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 111,495 98,654

受取手形及び売掛金 18,431 ※2
 16,058

商品及び製品 2,343 3,346

仕掛品 738 730

原材料及び貯蔵品 573 611

コンテンツ制作勘定 25,047 27,870

その他 13,655 14,574

貸倒引当金 △124 △111

流動資産合計 172,161 161,735

固定資産

有形固定資産 17,183 19,345

無形固定資産 10,121 9,726

投資その他の資産 ※1
 14,514

※1
 14,476

固定資産合計 41,819 43,548

資産合計 213,981 205,283
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,220 9,042

短期借入金 5,253 4,924

未払法人税等 4,034 638

賞与引当金 1,200 568

返品調整引当金 1,545 1,316

店舗閉鎖損失引当金 260 180

資産除去債務 2 1

その他 12,258 13,746

流動負債合計 33,778 30,418

固定負債

社債 35,000 35,000

退職給付引当金 3,808 4,047

役員退職慰労引当金 234 235

店舗閉鎖損失引当金 584 560

資産除去債務 149 149

その他 3,128 3,062

固定負債合計 42,906 43,056

負債合計 76,684 73,474

純資産の部

株主資本

資本金 15,204 15,204

資本剰余金 44,444 44,444

利益剰余金 85,320 80,941

自己株式 △861 △861

株主資本合計 144,108 139,729

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 124 50

為替換算調整勘定 △8,696 △9,746

その他の包括利益累計額合計 △8,572 △9,695

新株予約権 977 994

少数株主持分 783 781

純資産合計 137,297 131,809

負債純資産合計 213,981 205,283
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 24,529 24,914

売上原価 13,028 15,059

売上総利益 11,501 9,854

返品調整引当金戻入額 1,752 1,503

返品調整引当金繰入額 1,614 1,325

差引売上総利益 11,639 10,032

販売費及び一般管理費 9,461 11,196

営業利益又は営業損失（△） 2,178 △1,163

営業外収益

受取利息 25 32

受取配当金 2 5

貸倒引当金戻入額 － 8

雑収入 24 20

営業外収益合計 52 67

営業外費用

支払利息 6 26

支払手数料 11 13

為替差損 724 911

雑損失 1 1

営業外費用合計 743 952

経常利益又は経常損失（△） 1,487 △2,049

特別利益

投資有価証券売却益 47 －

関係会社株式売却益 203 －

新株予約権戻入益 28 －

その他 5 －

特別利益合計 284 －

特別損失

固定資産売却損 18 19

固定資産除却損 73 24

その他 13 8

特別損失合計 105 52

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益又は
純損失（△）

1,666 △2,101

匿名組合損益分配額 1 4

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,665 △2,105

法人税、住民税及び事業税 135 △132

法人税等調整額 838 99

法人税等合計 973 △33

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

691 △2,072

少数株主利益 0 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） 690 △2,077
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

691 △2,072

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 △74

為替換算調整勘定 △958 △1,056

その他の包括利益合計 △961 △1,130

四半期包括利益 △270 △3,203

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △269 △3,201

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △2
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【会計方針の変更】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

投資その他の資産 672百万円 659百万円

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当第１四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日で

したが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当第１四半期連結会計期間末日満期手形は次のと

おりであります。

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 ───── 65百万円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

減価償却費 1,138百万円 1,222百万円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月18日

取締役会
普通株式 2,301 20平成23年３月31日平成23年６月23日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月18日

取締役会
普通株式 2,301 20平成24年３月31日平成24年６月５日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

　

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

デジタルエ
ンタテイン
メント
事業

アミューズ
メント
事業

出版
事業

ライツ・プ
ロパティ等
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 11,793 9,675 2,551 508 24,529 － 24,529

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － 0 0 △0 －

計 11,793 9,675 2,551 508 24,530 △0 24,529

セグメント利益 2,834 582 633 91 4,142△1,963 2,178

（注）１．セグメント利益の調整額△1,963百万円には、報告セグメントに帰属しない一般管理費△1,968百万円が含ま

れております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

　

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

デジタルエ
ンタテイン
メント
事業

アミューズ
メント
事業

出版
事業

ライツ・プ
ロパティ等
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 11,336 9,981 3,012 583 24,914 － 24,914

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － 2 2 △2 －

計 11,336 9,981 3,012 586 24,917 △2 24,914

セグメント利益

又は損失（△）　
△111 △50 738 81 657 △1,821△1,163

（注）１．セグメント利益の調整額△1,821百万円には、報告セグメントに帰属しない一般管理費△1,830百万円が含ま

れております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

(1）１株当たり四半期純損益金額（△は損失） 6円00銭 △18円05銭

（算定上の基礎）   

四半期純損益金額（△は損失）（百万円） 690 △2,077

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損益金額（△は損失）

（百万円）
690 △2,077

普通株式の期中平均株式数（千株） 115,070 115,069

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 5円99銭 －

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 153 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

─ ─

（注）　当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するもの

の１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

　

１．平成24年６月26日開催の取締役会に基づく新株予約権の発行

平成24年６月26日開催の取締役会における、会社法第236条、第238条及び第240条の規定によるストック・オ

プションとしての新株予約権を当社取締役に対する報酬等の一部として付与することの決議に基づき、平成24

年７月26日に付与いたしました。

　

(1) ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由

当社取締役の職務執行の対価として、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものでありま

す。

　

(2) 新株予約権の要領

１．新株予約権の発行日

平成24年７月26日

２．付与対象者の人数及び割り当て個数

当社取締役５名に対して670個（１個につき100株）

３．新株予約権の発行価額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

４．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式67,000株

５．新株予約権の行使に際しての払込金額

１株につき１円

６．新株予約権の行使期間

2012年７月27日から2032年７月26日まで

７．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が

生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額より、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

８．付与日における新株予約権の公正な評価単価

１株につき948円

９．翌四半期連結会計期間以降における費用計上予定額及び科目名

販売費及び一般管理費　　63百万円
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２．平成24年７月30日開催の取締役会に基づく新株予約権の発行

平成24年７月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定によるストック・オ

プションとしての新株予約権を当社従業員に対する報酬等の一部として付与することを決議いたしました。

　

(1) ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由

当社従業員の職務執行の対価として、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものでありま

す。

　

(2) 新株予約権の要領

１．新株予約権の発行日

平成24年８月29日

２．付与対象者の人数及び割り当て個数

当社従業員に対して1,100個（１個につき100株）

３．新株予約権の発行価額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

４．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式110,000株

５．新株予約権の行使に際しての払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることがで

きる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という）に当該新株予約権に係る付与株式数を乗

じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前６ヶ月の各日（取引が成立しない日を除く）の東

京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という）の平均値に1.05を乗じ

た金額（１円未満の端数は切り上げる。）又は割当日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直

近日の終値）のいずれか高い金額とする。なお、新株予約権割当日後に、当社が株式分割または株式併合

を行う場合、その他１株当たりの価額の変更をすることが適切な場合は、当社が必要と認める処理を行

うものとする。

６．新株予約権の行使期間

2014年７月31日から2017年７月30日まで

７．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が

生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額より、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　

２【その他】

　平成24年５月18日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。 

(イ）配当金の総額………………………………………2,301百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………20円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成24年６月５日

　（注）　平成24年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成24年８月10日

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員 
 公認会計士 長　　坂　　　 隆 　　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員 
 公認会計士 横　　内　　龍　　也　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員 
 公認会計士 金　　野　　広　　義　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スクウェ

ア・エニックス・ホールディングスの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会

計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年

６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利

益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス及び連結子会社

の平成24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

以　上

 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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